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熊本県告示第９９９号 
 家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第１３条第１項の規定により次のとお
り家畜伝染病の発生があったので、同条第４項の規定により公示する。 
    平成２１年１１月４日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

病  名 区分 発 生 年  月 日 発 生 場 所 発生頭数 適 用

ヨ－ネ病 患畜 平成２１年１０月２１日 阿蘇市 １戸６頭 乳用牛

 
 
熊本県告示第１０００号                                                          
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により次の指定
障害福祉サービス事業者から変更の届出があったので、同法第５１条の規定により公示す
る。 
  平成２１年１１月４日  
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

事業者の名称、事

業所の名称及び事

業の種類 

変更があった

事項 

変更前の内容 変更後の内容 変更年月日  

 

 

有限会社 荒尾介

護システム 

荒尾介護システム

ヘルパーステーシ

ョン 

居宅介護・重度訪

問介護 

事業所の住所 荒尾市四ツ山町

２丁目４番地１

４ 

荒尾市原万田

６９６-９ 

平成２１年

９月１５日 

 
 
熊本県告示第１００１号 
 特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号）第１４条第１項及び第１５条第１
項の規定により次のとおり処分したので公表する。 
  平成２１年１１月４日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 被処分者名 
 (１) 名称：星の雫こと西村由美 
 (２) 所在地：菊池市七城町山崎６１０番地 
 (３) 業態：通信販売業 
 (４) 取扱商品：豆柴（通称。小型の柴犬を指す。） 
２ 処分の年月日 

第１１８５５号 

平成 21 年 11 月 4 日(水)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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  平成２１年１０月２０日 
３ 処分内容 
 (１) 特定商取引に関する法律第１４条第１項に基づく指示 
 (２) 特定商取引に関する法律第１５条第１項に基づく業務停止命令 
    平成２１年１０月２１日から平成２２年４月２０日までの６か月間 
４ 問い合わせ先 

熊本市水前寺６丁目１８番１号 
熊本県環境生活部食の安全・消費生活課消費生活センター 
電話０９６－３３３－２２９１ 

 
 
 
 
 
熊本県公告第５７４号 
  測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第１項の
規定により宇城市長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３
項の規定により公告する。 
    平成２１年１１月４日 
                                                熊本県知事 蒲  島  郁  夫    

    作 業 種 類     作 業 期 間   作 業 地 域 

公共測量（写真地図作成） 平成２１年８月３１日から

平成２２年３月２６日まで 

宇城市全域 

 
 
 
 
 
熊本県県立特別支援学校教育整備推進協議会公告第５号 
 第５回熊本県県立特別支援学校教育整備推進協議会の会議を、次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおり。 
  平成２１年１１月４日 
                 熊本県県立特別支援学校教育整備推進協議会    
１ 日時 
  平成２１年１１月２５日（水） 
  午後１時３０分から午後３時３０分まで 
２ 場所 
  熊本市水前寺６丁目１８番１号 
  熊本県庁新館２階ＡＶ会議室 
３ 議題（予定） 
 (１) 「県立特別支援学校の整備推進に関するアンケート調査」自由記述について 
 (２) 報告書（案）について 
 (３) その他 
４ 傍聴人の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
  会議の傍聴手続は、午後１時から午後１時２０分まで会議の会場入口において行い、

協議会が認めたうえで、事務局の案内により会議の会場に入ることができる。 
  ただし、受付終了時点で定員を超える希望者があった場合は、抽選により傍聴者を決

定する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本市水前寺６丁目１８番１号 
  熊本県県立特別支援学校教育整備推進協議会事務局 
  （熊本県教育庁高校教育課特別支援教育室） 
  （電話 ０９６－３３３－２６８３ 内線６６５６）   

 
 
熊本県教育委員会訓令第１１号                                   
                                 本庁各課 
                                各地方機関 
                                各県立学校 
 熊本県教育庁文書規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
  平成２１年１１月４日 
                    熊本県教育委員会委員長  古荘 文子    
   熊本県教育庁文書規程の一部を改正する訓令 
 熊本県教育庁文書規程（昭和３６年熊本県教育委員会訓令第５０号）の一部を次のよう

 公  告 

 登載依頼 
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に改正する。 
  別表第１（第８条関係）（３）県立学校の部「熊本県立阿蘇高等学校 阿高」、「熊本
県立蘇陽高等学校 蘇高」、「熊本県立天草東高等学校 天東高」、「熊本県立大矢野高
等学校 大矢高」、「熊本県立松島商業高等学校 松商高」、「熊本県立阿蘇清峰高等学
校 阿清高」及び「熊本県立矢部高等学校 矢高」の項を削り、「熊本県立大津高等学校 
 大高」の項の次に「熊本県立阿蘇中央高等学校 阿中高」、「熊本県立牛深高等学校  
牛高」の項の次に「熊本県立上天草高等学校 上天高」及び「熊本県立翔陽高等学校 翔
高」の次に「熊本県立矢部高等学校 矢部高」の項を加える。 
 
   附 則 
１ この訓令は、公布の日から施行し、改正後の熊本県教育庁文書規程の規定は、平成２ 
 １年１０月９日から適用する。 
２ この訓令による改正前の熊本県教育庁文書規程別表第１に規定する「熊本県立阿蘇高 
 等学校 阿高」、「熊本県立蘇陽高等学校 蘇高」、「熊本県立天草東高等学校 天東 
 高」、「熊本県立大矢野高等学校 大矢高」、「熊本県立松島商業高等学校 松商高」、 
 「熊本県立阿蘇清峰高等学校 阿清高」及び「熊本県立矢部高等学校 矢高」について 
 は、この訓令による改正後の熊本県教育庁文書規程別表第１の規定にかかわらず、平成 
 ２４年３月３１日までの間、存続するものとする。 
 


